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(57)【要約】
【課題】各利用者が個別の設定情報を読込ませても他の
利用者に影響を与えない情報処理装置を提供する。
【解決手段】第１の記憶手段に記憶した設定情報に基づ
いて処理を行う情報処理装置であって、外部記憶手段に
所定の設定情報が有ると判断した場合に、前記第１の記
憶手段の前記設定情報を第２の記憶手段に保存する手段
と、前記外部記憶手段から前記所定の設定情報を取得し
、前記第１の記憶手段に記憶する手段と、前記所定の設
定情報による前記処理が終了したと判断した場合に、前
記第２の記憶手段に保存した前記設定情報を前記第１の
記憶手段に記憶する手段と、を有する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の記憶手段に記憶した設定情報に基づいて処理を行う情報処理装置であって、
　外部記憶手段に所定の設定情報が有ると判断した場合に、前記第１の記憶手段の前記設
定情報を第２の記憶手段に保存する手段と、
　前記外部記憶手段から前記所定の設定情報を取得し、前記第１の記憶手段に記憶する手
段と、
　前記所定の設定情報による前記処理が終了したと判断した場合に、前記第２の記憶手段
に保存した前記設定情報を前記第１の記憶手段に記憶する手段と、
　を有する情報処理装置。
【請求項２】
　前記外部記憶手段は記憶媒体であり、前記記憶媒体が接続されたときに、前記記憶媒体
に前記所定の設定情報が有るか否かを判断する請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記記憶媒体との接続が切断されたときに、前記処理が終了したと判断する請求項１又
は２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　前記外部記憶手段はネットワークを介して接続されたストレージ手段であり、利用者が
前記情報処理装置にログインしたときに、前記ストレージ手段に前記所定の設定情報が有
るか否かを判断する請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記所定の設定情報が、前記利用者の識別情報又は前記利用者の所属情報に関連付けら
れていることを特徴とする請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記利用者がログアウトしたときに、前記処理が終了したと判断する請求項４又は５に
記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記利用者がログアウトした後に、前記ストレージ手段の前記所定の設定情報を更新し
、
　前記更新が終了したときに、前記処理が終了したと判断する請求項４又は５に記載の情
報処理装置。
【請求項８】
　前記処理において、予め定められた時間を超えて操作が行われなかった場合に、前記処
理が終了したと判断する請求項１乃至７のいずれか一に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　第１の記憶手段に記憶した設定情報に基づいて処理を行う手段と、
　第３の記憶手段に所定の設定情報が有ると判断した場合に、前記第１の記憶手段の前記
設定情報を第２の記憶手段に保存する手段と、
　前記３記憶手段から前記所定の設定情報を取得し、前記第１の記憶手段に記憶する手段
と、
　前記所定の設定情報による処理が終了したと判断した場合に、前記第２の記憶手段に保
存した前記設定情報を前記第１の記憶手段に記憶する手段と、
　を有する情報処理システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置及び情報処理システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ファクシミリ、プリンタ、コピー及びスキャナ等の機能を備えた複合機が知られ
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ている。このような複数の機能を有する機器の設定情報を手動で設定するためには、多く
の時間が必要となる。特に、複数の機器を保有する利用者が保有する全ての機器に対して
手動で設定を行うことは困難である。特許文献１には、可搬性記憶媒体へのバックアップ
及びリストアを可能にすることで、複数の機器の管理、運用をスムーズに行う技術が開示
されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　特許文献１に開示された技術では、例えば、複数の利用者が共用する機器において、利
用者の一人が別の設定情報をリストアすると、他の利用者にも影響を与えてしまうという
問題があった。本発明の実施の形態は、各利用者が個別の設定情報を読込ませても他の利
用者に影響を与えない情報処理装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記課題を解決するため、本願請求項１は、第１の記憶手段に記憶した設定情報に基づ
いて処理を行う情報処理装置であって、外部記憶手段に所定の設定情報が有ると判断した
場合に、前記第１の記憶手段の前記設定情報を第２の記憶手段に保存する手段と、前記外
部記憶手段から前記所定の設定情報を取得し、前記第１の記憶手段に記憶する手段と、前
記所定の設定情報による前記処理が終了したと判断した場合に、前記第２の記憶手段に保
存した前記設定情報を前記第１の記憶手段に記憶する手段と、を有する。
【発明の効果】
【０００５】
　本実施の形態によれば、各利用者が個別の設定情報を読込ませても他の利用者に影響を
与えない情報処理装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】情報処理システムの一例の構成図である。
【図２】情報処理システムの別の一例の構成図である。
【図３】情報処理装置の一例のハードウェア構成図である。
【図４】情報処理装置の一例の機能構成図である。
【図５】設定情報出力動作の一例を示すフローチャートである。
【図６】第１の実施の形態に係るバックアップ動作の一例を示すフローチャートである。
【図７】第１の実施の形態に係る設定情報入力動作の一例を示すフローチャートである。
【図８】第１の実施の形態に係るリストア動作の一例を示すフローチャートである。
【図９】第１の実施の形態に係る動作の一例を示すシーケンスチャートである。
【図１０】第２の実施の形態に係るバックアップ動作の一例を示すフローチャートである
。
【図１１】第２の実施の形態に係るリストア動作の一例を示すフローチャートである。
【図１２】第２の実施の形態に係る動作の一例を示すシーケンスチャートである。
【図１３】第３の実施の形態に係る動作の一例を示すシーケンスチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下に、本発明の実施の形態について、添付の図面を参照して説明する。
【０００８】
　＜システム構成＞
　図１は、情報処理システム１００の一例の構成図である。図１の情報処理システム１０
０は、サーバ装置１０１及び複数の情報処理装置１０２がネットワーク１０３を介して接
続されている。尚、サーバ装置１０１及び情報処理装置１０２の数は一例であって、他の
数であっても良い。情報処理装置１０２は、設定された各種設定値（以下、設定情報と称
す）に基づいて、各種処理を行う。
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【０００９】
　また、情報処理装置１０２は、ネットワーク１０３を介して、上記設定情報をサーバ装
置１０１に保存することができる。また、サーバ装置１０１に保存された設定情報を情報
処理装置１０２に読込み、新たな設定情報として使用することもできる。従って、各情報
処理装置１０２は、サーバ装置１０１を介して、互いの設定情報を取得し、自機の設定情
報として使用することができる。さらに、各利用者は、個人の設定情報をサーバ装置１０
１に保存しておけば、任意の情報処理装置１０２から上記個人の設定情報読み出して、そ
の情報処理装置１０２を個人の設定情報で使用することができる。
【００１０】
　図２は、情報処理システム１００の別の一例の構成図である。情報処理システム１００
は、複数の情報処理装置１０２と、記憶媒体２０１を有する。記憶媒体２０１は、例えば
、メモリカード、ＵＳＢメモリ、ハードディスク装置等、情報処理装置１０２の所定のイ
ンタフェースに接続することによって、データの読み書きが可能な記録メディアである。
尚、記憶媒体２０１及び情報処理装置１０２の数は一例であって、他の数であっても良い
。
【００１１】
　本構成においては、記憶媒体２０１を情報処理装置１０２に接続することによって、設
定情報を記憶媒体２０１に保存することができる。また、記憶媒体２０１に保存された設
定情報を読込み、新たな設定情報として使用することもできる。各利用者は、個人の設定
情報を、記憶媒体２０１に保存しておけば、任意の情報処理装置１０２に記憶媒体２０１
を接続して個人の設定情報を読込出して、その情報処理装置１０２を個人の設定情報で使
用することができる。
【００１２】
　尚、図１及び図２に示すシステム構成は一例であり、用途や目的に応じて様々なシステ
ム構成例があることは言うまでもない。例えば、サーバ装置１０１は、ネットワークに接
続されたハードディスク装置のようなストレージ手段であっても良いし、クライアント装
置であっても良い。
【００１３】
　＜ハードウェア構成＞
　図３は、情報処理装置１０２の一例のハードウェア構成図である。ここでは、一例とし
て、情報処理装置１０２が複合機であるときのハードウェア構成について説明する。情報
処理装置（以下、複合機と称す）１０２は、コントローラボード３００と、オペレーショ
ンパネル３０９と、ＦＣＵ３１０と、撮像部３１５と、印刷部３１６とを有する。また、
コントローラボード３００は、ＣＰＵ３０１（Central Processing Unit）と、ＡＳＩＣ
３０６と、ハードディスク装置（以下、ＨＤＤと称す）３０８と、システムメモリ（ＭＥ
Ｍ－Ｐ）３０２と、ローカルメモリ（ＭＥＭ－Ｃ）３０７と、ノースブリッジ（以下、Ｎ
Ｂと称す）３０３と、サウスブリッジ（以下、ＳＢと称す）３０４と、メモリカードイン
タフェース３１７と、ＮＩＣ３１４（Network Interface Card）と、ＵＳＢインタフェー
ス３１１と、ＩＥＥＥ１３９４インタフェース３１２と、セントロニクスインタフェース
３１３を含む。
【００１４】
　メモリカードインタフェース３１７は、記憶媒体であるメモリカード３１８の読み書き
を行うためのインタフェースである。また、ＵＳＢインタフェース３１１には、ＵＳＢメ
モリ３１９や外付けのハードディスク装置等の記憶媒体を接続可能である。また、ＮＩＣ
３１４は、複合機１０２をネットワーク１０３に接続し、例えば、サーバ装置１０１等と
通信を行うためのインタフェースである。
【００１５】
　オペレーションパネル３０９は、コントローラボード３００のＡＳＩＣ３０６に接続さ
れている。また、ＳＢ３０４と、ＮＩＣ３１４と、ＵＳＢインタフェース３１１と、ＩＥ
ＥＥ１３９４インタフェース３１２と、セントロニクスインタフェース３１３は、ＮＢ３
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０３にＰＣＩバスで接続されている。また、ＦＣＵ３１０と、撮像部３１５と、印刷部３
１６とは、コントローラボード３００のＡＳＩＣ３０６にＰＣＩバスで接続されている。
【００１６】
　尚、コントローラボード３００は、ＡＳＩＣ３０６にローカルメモリ３０７、ＨＤＤ３
０８等が接続されると共に、ＣＰＵ３０１とＡＳＩＣ３０６とがＣＰＵチップセットのＮ
Ｂ３０３を介して接続されている。このように、ＮＢ３０３を介してＣＰＵ３０１とＡＳ
ＩＣ３０６とを接続すれば、ＣＰＵ３０１のインタフェースが公開されていない場合に対
応できる。また、ＡＳＩＣ３０６とＮＢ３０３とは、ＡＧＰ（Accelerated Graphic Port
）３０５を介して接続されている。
【００１７】
　ＣＰＵ３０１は、複合機１０２の全体制御を行うプロセッサである。ＣＰＵ３０１は、
例えば、ＨＤＤ３０８等に記憶されたオペレーティングシステム、アプリケーション、各
種サービス等のプログラムを実行し、複合機１０２の各機能を実現する。
【００１８】
　ＮＢ３０３は、ＣＰＵ３０１、システムメモリ３０２、ＳＢ３０４及びＡＳＩＣ３０６
を接続するためのブリッジである。システムメモリ３０２は、複合機１０２の描画用メモ
リ等として用いるメモリである。ＳＢ３０４は、ＮＢ３０３とＰＣＩバス、周辺デバイス
とを接続するためのブリッジである。ＳＢ３０４には、メモリカードインタフェース３１
７が接続されている。また、ローカルメモリ３０７は、コピー用画像バッファ、符号バッ
ファとして用いるメモリである。システムメモリ３０２又はローカルメモリ３０７は、以
下の説明で、単にメモリ、又は記憶領域と表現する場合がある。
【００１９】
　ＡＳＩＣ３０６は、画像処理用のハードウェア要素を有する画像処理用途向けのＩＣで
ある。ＨＤＤ３０８は、画像の蓄積、プログラムの蓄積、フォントデータの蓄積、フォー
ムの蓄積等を行うためのストレージである。また、オペレーションパネル３０９は、ユー
ザからの入力操作を受け付けると共に、ユーザに向けた表示を行う操作部である。
【００２０】
　尚、上記複合機は、情報処理装置１０２の一例であって本発明の範囲を限定するもので
はない。情報処理装置１０２は、例えば、ファクシミリ、コピー機、スキャナ、プリンタ
、デジタルカメラ等、各種の画像形成装置や、例えば、ネットワーク機器、コーヒーメー
カ、掃除機、自動車等、必ずしも画像を形成しない各種装置を含む。
【００２１】
　＜機能構成＞
　図４に、情報処理装置１０２の一例の機能構成図を示す。情報処理装置１０２は、設定
情報記憶手段４０１、処理手段４０２、バックアップ手段４０３、バックアップ情報記憶
手段４０４、設定情報入力手段４０５、リストア手段４０６、設定情報出力手段４０７を
有する。
【００２２】
　設定情報記憶手段４０１は、情報処理装置１０２の設定情報を記憶する。処理手段４０
２は、設定情報記憶手段４０１に記憶された設定情報に基づいて、情報処理装置の機能を
実現する。例えば、情報処理装置１０２が複合機であれば、設定情報に基づいて、ファク
シミリ、プリンタ、コピー、スキャナ等の処理の少なくとも一部を実行する。バックアッ
プ手段４０３は、外部記憶手段４０８に取得すべき利用者の設定情報が有ると判断した場
合に、設定情報記憶手段４０１に記憶された設定情報をバックアップ情報記憶手段４０４
に保存する。バックアップ情報記憶手段４０４は、例えば、情報処理装置１０２の記憶領
域等に含まれる。
【００２３】
　設定情報入力手段４０５は、外部記憶手段４０８に記憶された設定情報を取得し、設定
情報記憶手段４０１に記憶させる。リストア手段４０６は、外部記憶手段４０８から取得
した設定情報による処理が終了したと判断した場合に、バックアップ情報記憶手段４０４



(6) JP 2014-178757 A 2014.9.25

10

20

30

40

50

に保存された設定情報を設定情報記憶手段４０１に記憶させる。設定情報出力手段４０７
は、設定情報記憶手段４０１の設定情報を外部記憶手段４０８に保存する。
【００２４】
　尚、処理手段４０２、バックアップ手段４０３、設定情報入力手段４０５、リストア手
段４０６、及び設定情報出力手段４０７は、少なくともその一部が、例えば、ＣＰＵ３０
１で動作するプログラムによって実現される。
【００２５】
　また、外部記憶手段４０８は、図１のサーバ装置１０１等、ネットワーク１０３を介し
て接続されたストレージ手段や、図２の記憶媒体２０１等を含む。さらに、記憶媒体２０
１は、例えば、図３のＵＳＢインタフェース３１１に接続されたＵＳＢメモリ３１９等の
ストレージ手段や、メモリカードインタフェース３１７に接続されたメモリカード３１８
等を含む。
【００２６】
　上記構成により、例えば、設定情報が記憶された記憶媒体２０１を情報処理装置１０２
に接続すると、自動的に現在の設定情報がバックアップ情報記憶手段４０４にバックアッ
プされる。また、記憶媒体２０１に記憶された利用者の設定情報が設定情報記憶手段４０
１に記憶され、利用者の設定で処理を行うことができる。さらに、その処理が終了した後
に、記憶媒体２０１の接続を切断すると、バックアップ情報記憶手段４０４にバックアッ
プされた設定情報が設定情報記憶手段４０１に復元される。従って、各利用者は、個別の
設定情報を読込んで情報処理装置１０２を利用可能であり、利用後には元の設定情報に自
動的に復元されるので、他の利用者に影響を与えない。
【００２７】
　尚、上記構成はあくまでも一例であって、本発明の範囲を限定するものではない。例え
ば、バックアップ手段４０３とリストア手段４０６の機能を一つの手段にまとめても良い
し、バックアップ手段４０３やリストア手段４０６を複数の手段に分割しても良い。また
、バックアップ情報記憶手段４０４は、情報処理装置１０２の外部に設けられていても良
い。
【００２８】
　＜動作の説明＞
　図５は、外部記憶手段４０８に、設定情報記憶手段４０１に記憶されている設定情報を
保存する動作の一例を示すフローチャートである。設定情報出力手段４０７は、例えば、
利用者等から設定情報の出力要求があると（Ｓ５０１）、設定情報記憶手段４０１から設
定情報を読出し（Ｓ５０２）、外部記憶手段４０８に読出した設定情報を保存する（Ｓ５
０３）。これにより、各利用者は、情報処理装置１０２の設定情報に変更を加えた場合、
その変更した設定を各利用者の設定情報として、外部記憶手段４０８に記憶させることが
できる。尚、Ｓ５０２、Ｓ５０３において、情報処理装置１０２を識別する機種ＩＤや、
利用者の識別情報、時刻情報等の追加情報を設定情報と共に読出し、外部記憶手段４０８
に共に保存しても良い。
【００２９】
　［第１の実施の形態］
　第１の実施の形態は、外部記憶手段４０８が、例えば、ＵＳＢメモリ３１９、メモリカ
ード３１８、外付けハードディスク装置等の記憶媒体２０１である場合の一例である。図
６に、本実施の形態に係る設定情報のバックアップ動作の一例を示すフローチャートを示
す。情報処理装置１０２に記憶媒体２０１が接続されたことが検出されると（Ｓ６０１）
、バックアップ手段４０３は、接続された記憶媒体２０１に利用者の設定情報が含まれて
いるかどうかを確認する（Ｓ６０２）。記憶媒体２０１に利用者の設定情報があると判断
した場合、バックアップ手段４０３は、設定情報記憶手段４０１から現在の設定情報を読
出し（Ｓ６０３）、バックアップ情報記憶手段に読み出した設定情報を保存する（Ｓ６０
４）。さらに、バックアップ手段４０３は、設定情報入力手段４０５に、利用者の設定情
報の読込みを要求する（Ｓ６０５）。一方、Ｓ６０２において、記憶媒体２０１に利用者
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の設定情報が無い場合は処理を終了する。
【００３０】
　尚、記憶媒体２０１が接続されたことの検出は、例えば、ＣＰＵ３０１で動作するオペ
レーティングシステム（以下、ＯＳと称す）の機能を利用しても良いし、バックアップ手
段４０３が検出を行っても良い。また、別に検出手段を設けても良い。また、記憶媒体２
０１に利用者の設定情報があるか否かの判断を、バックアップ手段４０３が行なっている
が、別に利用者の設定情報の有無を確認する手段を設けても良い。尚、利用者の設定情報
であるかどうかの判断は、システムの要求等に応じた任意の方法で良い。例えば、前述し
た情報処理装置１０２の機種ＩＤや、利用者の識別情報等、予め定められた情報によって
判断しても良いし、ファイル名、ファイル種別、ファイル作成日時等によって判断しても
良い。
【００３１】
　図７は、記憶媒体２０１から設定情報を入力する動作の一例を示すフローチャートであ
る。バックアップ手段４０３等から、利用者の設定情報の読込み要求を受信すると（Ｓ７
０１）、設定情報入力手段４０５は、記憶媒体２０１から利用者の設定情報を読出し（Ｓ
７０２）、設定情報記憶手段４０１に記憶させる（Ｓ７０３）。以後、処理手段４０２は
、新たに記憶された利用者の設定情報に基づいて処理を行うことができる（Ｓ７０４）。
【００３２】
　図８は、バックアップ情報記憶手段４０４から設定情報をリストアする動作の一例を示
すフローチャートである。記憶媒体２０１との接続が切断されたことを検出すると（Ｓ８
０１）、リストア手段４０６は、利用者の設定情報による処理が終了したと判断し、バッ
クアップ情報記憶手段４０４に保存された設定情報の読出しを行う（Ｓ８０２）。さらに
、読み出した設定情報を設定情報記憶手段４０１に記憶させる（Ｓ８０３）。尚、記憶媒
体２０１との接続が切断されたことの検出は、例えば、前述したＯＳの機能を利用しても
良いし、リストア手段４０６が検出を行っても良い。または、別に検出手段を設けても良
い。
【００３３】
　図９は、本実施の形態に係る動作の一例を示すシーケンスチャートである。尚、図９で
は、バックアップ手段４０３とリストア手段４０６を合わせて、バックアップ／リストア
手段と表記している。記憶媒体２０１の接続が検知されると（Ｓ９０１）、バックアップ
手段４０３は、記憶媒体２０１に利用者の設定情報があるかどうかを確認する（Ｓ９０２
）。記憶媒体２０１に利用者の設定情報がある場合には（Ｓ９０３）、バックアップ手段
４０３は、設定情報記憶手段４０１から設定情報を読出し（Ｓ９０４、Ｓ９０５）、読み
出した設定情報をバックアップ情報記憶手段４０４に保存する（Ｓ９０６）。一方、記憶
媒体２０１に利用者の設定情報が無い場合には、バックアップ手段４０３は、処理を終了
する。バックアップ情報記憶手段４０４への保存が終わると、バックアップ手段４０３は
、設定情報入力手段４０５に、利用者の設定情報の読み込みを要求する（Ｓ９０７）。通
知を受けた設定情報入力手段４０５は、記憶媒体２０１から利用者の設定情報を取得し（
Ｓ９０８、Ｓ９０９）、取得した利用者の設定情報を設定情報記憶手段４０１に記憶させ
る（Ｓ９１０）。これにより、処理手段４０２は、利用者の設定情報に基づいて処理を実
行できるようになる（Ｓ９１１）。
【００３４】
　その後、記憶媒体２０１との接続が切断されたことを検知すると（Ｓ９１２）、リスト
ア手段４０６は、バックアップ情報記憶手段４０４から、設定情報を読出し（Ｓ９１３、
Ｓ９１４）、読み出した設定情報を設定情報記憶手段４０１に記憶させる（Ｓ９１５）。
【００３５】
　上記動作により、利用者の設定情報が記憶された記憶媒体２０１を接続させると、自動
的に利用者の設定情報で処理を行うことができるようになる。また、記憶媒体２０１の接
続を切断すると、自動的に元の設定情報が復元される。
【００３６】
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　［第２の実施の形態］
　第２の実施の形態は、外部記憶手段４０８が、サーバ装置１０１等、ネットワークを介
して接続されたストレージ手段である場合の例を示す。尚、基本的な動作は第１の実施の
形態と同じなので、ここでは第１の実施の形態との差分を中心に説明する。
【００３７】
　図１０は、第２の実施の形態に係る設定情報のバックアップ動作の一例を示すフローチ
ャートである。本実施の形態では、利用者が、ログインしたことを検出すると（Ｓ１００
１）、バックアップ手段４０３は、ネットワークを介して接続されたサーバ装置１０１に
利用者の識別情報又は利用者の所属情報に関連付けられた利用者の設定情報があるかどう
かを確認する（Ｓ１００２）。尚、利用者の識別情報は、例えば、ログインの際に使用し
たユーザＩＤ等を含む。また、利用者の所属情報は、例えば、利用者の所属するグループ
のグループＩＤ等を含む。
【００３８】
　サーバ装置１０１には、複数の利用者のデータが保存されている場合があるが、バック
アップ手段４０３は、ログインした利用者の識別情報又は所属情報に関連付けられた利用
者の設定情報を検索する。サーバ装置１０１に利用者の設定情報がある場合には、バック
アップ手段４０３は、設定情報記憶手段４０１の設定情報をバックアップ情報記憶手段４
０４に記憶させる（Ｓ６０３、Ｓ６０４）。さらに、バックアップ手段４０３は、設定情
報入力手段４０５に利用者の設定情報の読み込みを要求する（Ｓ６０５）。
【００３９】
　尚、サーバ装置１０１に利用者に係る設定情報が複数ある場合の動作については、設定
情報等によって、予め動作を指定できるようにしておくと良い。例えば、利用者の識別情
報に関連付けられた設定情報と、利用者の所属情報に関連付けられた設定情報が見つかっ
た場合に、どちらの設定情報を使用するかを設定できるようにしておく。さらに、既定値
として、例えば、利用者の識別情報を優先する設定としておくと良い。また、利用者の識
別情報に関連付けられた設定情報が複数見つかった場合には、最新の設定情報を使用する
のか、或いは、見つかった複数の設定情報をオペレーションパネル３０９等に表示させて
、利用者に選択させるのか等を指定できるようにしておくと良い。
【００４０】
　図１１は、第２の実施の形態に係る設定情報のリストア動作の一例を示すフローチャー
トである。ログイン中の利用者がログアウトしたことを検出すると（Ｓ１１０１）、リス
トア手段４０６は、リストア動作（Ｓ８０２、Ｓ８０３）を行う。リストア動作について
は、第１の実施の形態と同じで良い。
【００４１】
　次に、第２の実施の形態に係る動作の一例を示すシーケンスチャートを図１２に示す。
第１の実施の形態との主な違いとして、利用者のログインを検知すると（Ｓ１２０１）、
バックアップ手段４０３は、サーバ装置１０１にログインした利用者の識別情報又は利用
者の所属情報に関連付けられた利用者の設定情報があるかどうかを確認する（Ｓ１２０２
）。また、ログイン中の利用者がログアウトしたことを検知した場合には、バックアップ
手段４０３は、バックアップ情報記憶手段４０４から設定情報を読出し、設定情報記憶手
段に記憶させる（Ｓ９１３～Ｓ９１５）。
【００４２】
　上記動作により、利用者が情報処理装置１０２にログインすると、自動的に利用者の設
定情報で処理を行うことができるようになる。また、利用者がログアウトすると、自動的
に元に設定情報が復元される。
【００４３】
　［第３の実施の形態］
　図１３に、第３の実施の形態に係るシーケンスチャートを示す。尚、図１３では、設定
情報入力手段４０５と設定情報出力手段４０７を合わせて、設定情報入力／出力手段とし
て表記している。本実施の形態では、利用者のログアウトを検知すると（Ｓ１２０３）、
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設定情報出力手段４０７は、設定情報記憶手段４０１に記憶された設定情報を読出し（Ｓ
１３０１、Ｓ１３０２）、外部記憶手段４０８の利用者の設定情報を更新する（Ｓ１３０
３）。また、その更新が終了したことをリストア手段４０６に通知する（Ｓ１３０４）。
リストア手段４０６は、この更新完了の通知により、利用者の設定情報による処理が終了
したと判断し、バックアップ情報記憶手段４０４に記憶された設定情報を設定情報記憶手
段４０１に記憶させる（Ｓ９１３～Ｓ９１５）。
【００４４】
　上記動作により、利用者の設定情報を常に最新の状態に更新することができる。但し、
サーバ装置１０１等に記憶された利用者の設定情報を更新したくない場合もあるので、例
えば、設定情報の設定等で、実施の形態２の動作と実施の形態３の動作を選択できるよう
にしておくと良い。
【００４５】
　［その他の実施の形態］
　上記各実施の形態では、利用者が記憶媒体を接続した状態、或いは、ログオンした状態
で情報処理装置１０２を離れると、元の設定状態が復元されない。そのため、情報処理装
置１０２は、予め定められた時間を越えて操作が行わなかった場合に、利用者の処理が終
了したと判断し、元の設定状態を復元する機能を有していても良い。また、他の利用者が
オペレーションパネル３０９等の操作で、元の設定を復元できる機能を有していても良い
。
【符号の説明】
【００４６】
１０１　　サーバ装置
１０２　　情報処理装置
２０１　　記憶媒体
４０１　　設定情報記憶手段（第１の記憶手段）
４０２　　処理手段
４０３　　バックアップ手段
４０４　　バックアップ情報記憶手段（第２の記憶手段）
４０５　　設定情報入力手段
４０６　　リストア手段
４０７　　設定情報出力手段
４０８　　外部記憶手段（第３の記憶手段）
【先行技術文献】
【特許文献】
【００４７】
【特許文献１】特許第４７９６４５０号公報
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